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            「福祉用具貸与」 

「介護予防福祉用具貸与」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丸光ケア レンタル・住宅改修 

 
当事業所はご契約者に対して福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与を提供します。 

事業所概要、提供されるサービスの内容、契約上の留意点、緊急時の対応等に 

つきまして次の通り説明します。 

 

1.事業所概要 

2.サービスを提供する事業所の概要 

3.サービスの内容及び利用方法  

4.利用料金及び計算方法 

5.守秘義務について 

6.事故発生時の対応方法及び損害賠償 

7.サービス内容に対する苦情 

8.虐待に関する事項 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（栃木県知事指定第 0970300315号） 

重要事項説明書 
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福祉用具レンタルサ―ビス重要事項説明書 

Ⅰ 事業所概要 

①  本 社 

法 人 名 丸光ケアサービス株式会社 

法 人 所 在 地 栃木県栃木市箱森町 50 番 15 号 

代 表 者 氏 名  代表取締役社長  橋本 渡進 

連 絡 先  電話番号 0282-20-3325 FAX 0282-20-3326 

設 立 年 月  平成１２年１２月 

 

 

 

事 業 所 数 

・居宅介護支援サービス事業所     ２ケ所 

・訪問介護サ－ビス事業所        ３ヶ所 

・訪問入浴介護サ－ビス事業所     ３ヶ所 

・福祉用具貸与サ－ビス事業所     １ヶ所 

・住宅改修サ－ビス事業所        １ヶ所 

・福祉用具販売サ－ビス事業所     １ヶ所 

・通所介護サービス事業所        ２ヶ所 

②  当社の運営方針 

・利用者本位を基本とし、利用者本人の意志及び自己決定権を尊重し、福祉用具の選択及

び使用方法についで本人が決定できるよう、十分な情報の提供と理解し得るための支援を

行うものとする。 

・利用者が適切な福祉用具を用いてその心身の低下機能を補い、在宅において自立した日

常生活を営むことができるよう専門的知識を用いて支援を行うものとする。 

・地域との結びつきを重視し、チームケアを基本に関係市町村・居宅介護支援事業者、他の

福祉用具貸与事業者、保健医療サービス及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合

的なサービスの提供に努めるものとする。 

・自ら提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善が図れる組織体制を取

るものとする。 

③ サ－ビスを提供する事業所の概要（ 提供できるサ－ビスの種類と地域） 

事 業 所 名 丸光ケア レンタル・住宅改修 

所 在 地  栃木県栃木市箱森町 50 番 15 号 

連 絡 先  電話番号 0282（20）3325 FAX 0282（20）3326 

介 護 保 険 指 定 番 号  ０９７０３００３１５ 

管 理 者 大杉 直人 

介護保険外のサ－ビス 

 

① バリアフリー住宅改修 

② 介護保険適用外福祉用具販売 

サ－ビス提供地域※ 栃木市・佐野市・鹿沼市・小山市・足利市・宇都宮市・真岡市・壬生町・野木

町・下野市・茂木町・益子町・上三川町・館林市・板倉町・古河市 

※ 上記地域以外のお客様でも、ご希望のお客様はご相談を承ります。 
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③  同事業所の職員体制 

職   種 資   格 常  勤 非 常 勤 合  計 

管 理 者 福祉用具専門相談員 １  １ 

サ－ビス従事者 福祉用具専門相談員 ６  ６ 

事  務 員  ２  ２ 

④ サ－ビスの提供日及び時間 

サ － ビ ス 提 供 時 間  平日；午前８時３０分から午後５時３０分 

 土曜；午前８時３０分から午後５時３０分 

 祝日；午前８時３０分から午後５時３０分 

サ － ビ ス 提 供 日  日曜日及び 12 月 31 日～1 月 3 日以外 

⑤ 従事者の業務内容 

職  種 業   務   内   容 

 

 

管   理   者 

 

 

 サ－ビス従事者の管理及び福祉用具レンタルサ－ビスの利用申し込

みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一 元的に

行います。当事業所のサ－ビス従事者に、厚生労働省で 定められた

福祉用具レンタルサ－ビスの人員基準及び運営に関する基準を遵守

させるために、必要な指揮命令を行います。 

 

 

 

サービス従事者 

 

 

 

 福祉用具に関する専門的知識を有し、レンタル商品の選定にあたって

利用者の心身及び日常生活状況、設置及び使用する環境 等につい

て聴取し、利用者及び介護者等に対して適切な福祉用 具の説明を

行いながらより良いレンタル商品を選定いたします。 

 また、この商品を納品し、作動具合並びに利用者への適合状況 を確

認した後、利用者及び介護者に対してレンタル商品の使用 方法及び

使用上の注意事項並びに故障時の対応等の説明を行います。 

⑥  サ－ビスの内容及び利用方法 

１ サ－ビスの開始 

（１） レンタルサ－ビスのお申込みはお電話等でお申込下さい。また居宅サ－ビス計画の 

作成を依頼している場合には、事前に介護支援専門員とご相談下さい。 

２ サ－ビスの内容 

（１）指定された日時に利用者宅へ訪問し、適切な福祉用具の選定にあたり、利用者の 

心身状態及び日常生活状況の確認と、設置場所及び介護環境等についての聴取及び観察

確認をさせて頂きます。 

（２）福祉用具の専門的知識に基づいて、適切な福祉用具の選定に関する相談及び助 

言を行うとともに、レンタル商品の選定に対する援助及び調整を行います。 

（３）決定されたレンタル商品を納品・設置・微調整等を行い、適合確認をし、利用者及び 

介護者等に使用方法及び使用上の注意事項を説明いたします。 

（４）レンタル商品を設置し、使用確認（フィッティング）が終わりましたら、本契約を締結さ 

せて頂きます。 
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（５）契約期間中において、レンタル商品の不具合及び故障などがないか、訪問又は電 

話にて確認させて頂きますので、その際にはご協力をお願いします。 

 

   ３ レンタル商品の修理及び交換 

（１） レンタル商品が正常に作動しなくなった場合には、当社に速やかにご連絡ください。 

サ－ビス従事者が速やかにお伺いし、修理又は正常な商品と交換いたします。 

（２） 当社のサ－ビス従事者からの使用説明に反し、異なった使用をした為に起きた故障 

又は破損が生じた場合にかかる費用は、お客様負担となります。 

 

   ４ サ－ビス契約の終了 

     （１）サ－ビス契約の終了を希望する日の１週間前までに文書又は電話でご連絡下さい。 

     （２）利用者の病変や急な入院等やむを得ない事由がある場合には、速やかに文書又は 

電話でご連絡下さい。 

（３） サ－ビスの終了は、ご連絡の通知を頂いた日をもって『解約日』となり、利用料金計 

算を停止させて頂きます。 

   ５ レンタル商品の回収 

（１）レンタル商品の回収は、お客様と日時を協議させて頂き、当社のサ－ビス従事者が 

すみやかに訪問し、回収させて頂きます。 

      （２）解体が必要な商品については、サ－ビス従事者が解体を行います。 

      （３）レンタル商品回収の際に、解約日までの利用料を精算させて頂く場合があります。 

 

６ 取扱レンタル商品（介護保険適用１３品目） 

種   目 種   目 種  目 種   目 種   目 

車 い す 特 殊 寝 台 付 属 品 手 す り 歩 行 補 助 つ え 自動排泄処理装置 

車いす付属品 床 ず れ 防 止 用 具 ス ロ ー プ 認 知 症 老 人 

徘 徊 感 知 器 

 

特 殊 寝 台 体 位 変 換 器 歩 行 器 移 動 用 リ フ ト  

     ＊利用者の要支援又は要介護認定により、レンタル商品の内容が一部異なりますので担当相談

員にご相談下さい。 

   ７ レンタル商品の納品及び回収の日時 

（１） レンタル商品の納品及び回収の日時は、サービスの提供日及び時間内において、 

お客様の希望により指定することができます。 

（２） ただし、やむを得ない事由がある場合には、サービスの提供日及び時間以外であ 

ってもご相談に応じることができますので、お問合せください。 

 

Ⅳ 利用料金及び計算方法 

   １ サ－ビス利用料金 

（１）介護保険からの給付サ－ビスを利用する場合には、原則として基本料金（別添カタロ 

グ掲載料金）に対し、保険者から交付された介護保険負担割合証に記載された利用者負担の

割合となります。但し、介護保険の給付の範囲を超えたサ－ビス利用料金は全額自己負担金

となります。 
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    （２）利用者が要支援又は要介護認定を受けていない場合には、サ－ビス利用料金の全額 

を一旦お支払頂いた上で、認定を受けた後、各市町村の介護保険担当窓口に届出をし 

ますと自己負担金を除いた金額が介護保険より支払われます。（償還払い） 

（３）貸与する福祉用具の搬入・搬出に特別な措置が必要な場合は、当該措置に要する費 

用の実費を頂きます。但し、特別な措置が必要な場合は、事前に利用者に案内し承諾を得るも

のとします。 

  ２ サ－ビス利用料金の計算方法 

    （１）レンタルサ－ビス開始月の料金 

       ① 契約開始日が『１日から１５日』の場合は１ヶ月分となります。 

       ② 契約開始日が『１６日から末日』の場合は半月分となります。 

    （２）レンタルサ－ビス終了月の料金 

       ① 契約終了日が『１日から１５日』の場合は半月分となります。 

② 契約終了日が『１６日から末日』の場合は１ヶ月分となります。 

３ 交通費 

通常の事業の実施地域以外のサービスに要した交通費は実費を頂きます。実施地域の境界線

から、往復おおむね１キロメートル以上の場合は、１キロメートルあたり単価 20 円の別途費用

がかかります。 

   ４ 自己負担金のお支払方法 

（１） 自己負担金は、１ヶ月毎に計算しご請求致しますのでサービス実施月の翌 

月末日までに下記のいずれかの方法でお支払い下さい。 

金融機関引落 ＊引落日が金融機関休業日の場合、翌営業日となります。 

Ａ．郵便局の口座からの引落（引落日：23 日） 

Ｂ．金融機関口座からの引落（引落日：ＳＭＢＣ 23 日・Ｔ-ＮＥＴ27 日） 

 

※やむを得ない事情により口座引落・コンビニ払込が困難な場合 

 

Ⅴ 守秘義務について 

当社の従業員及び従業員であった者は、レンタルサービスを提供する上で知り得た 

お客様及びその家族等に関する秘密を漏らしません。この守秘義務は、サービス提 

供が終了した後も継続します。ただし、介護支援専門員が主催するサービス担当者 

会議等においては、同意書に基づき、個人情報を用いさせて頂きます。 

 

Ⅵ 事故発生時の対応方法及び損害賠償 

WEB請求書ご利用で郵便局の口座からの自動引落

WEB請求書ご利用で金融機関口座からの自動引落

請求書郵送希望で郵便局の口座からの自動引落

請求書郵送希望で金融機関口座からの自動引落

請求書郵送希望でその他お支払い方法 ※

請求書郵送・コンビニ払込希望（WEB請求書対応不可） 手数料280円（当月請求）

料金発生なし

料金発生なし

郵送料110円（翌月ご請求）

郵送料110円（翌月ご請求）

郵送料110円（翌月ご請求）
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    レンタル商品の使用が主な原因により、事故が発生した場合には、速やかにお客様宅に訪問し

て、事故の状況及び原因を究明し、家族、介護支援専門員、保険者等への連絡をさせて頂きま

す。また、お客様及びその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけた場合には、事故に対して

採った処置を記録するとともに、契約書に基づき、その損害を賠償させて頂きます。 

 

 

 

Ⅶ サ－ビス内容に対する苦情 

   １ 当社のお客様苦情担当窓口 

      福祉用具レンタルサ－ビスに関する相談・要望・苦情等につきましては、次の担当部署及び全社

窓口担当までお申し出下さい。 

 

【担当部署：福祉用具サービス】 

電  話  番  号 ０２８２－２０－３３２５ 

役職・担当者 管 理 責 任 者  大杉 直人 （オオスギ ナオト） 

受 付 時 間 月 曜 日 ～ 土 曜 日  午前８時３０分～午後５時３０分 

F A X ０２８２－２０－３３２６ 

【 本社 お客様相談室】 

電  話  番  号 ０２８２－２０－６１８０ 

役職・担当者 お客様担当  岡島 隆介 （オカジマ リュウスケ） 

受 付 時 間 月 曜 日 ～ 土 曜 日   午前９時００分～午後６時００分 

F A X  ０２８２－２０－２２７１ 

※個人情報に関する相談、要望、苦情、情報の開示等につきましても、上記窓口まで 

   お申し出ください。 

２ 苦情処理の方法 

    ①苦情の受け付け 

     苦情受付担当者は、利用者からの苦情を随時受け付けます。その際、次の事項を書面に記入し、

苦情申し出人に確認します。（内容、希望、第三者委員への報告の要否、第三者委員の話し

合いへの立会い要否など） 

    ②苦情受付の報告 

     苦情受付担当者は、受理した苦情を苦情解決責任者と第三者委員に報告します。 

     苦情解決責任者は、職員代表による苦情解決委員会を別に組織し、十分検討の上、苦 

情申し出人との話し合いによる解決に努めます。 

 

Ⅷ 虐待防止に関する事項  

事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。 

一．虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図る。 

二．虐待の防止のための指針を整備する。 

三．従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

四．前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 
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事業所は、指定特定福祉用具販売等の提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通

報するものとする。 

 

当社の第三者委員 

      丸光ケアサービス株式会社 丸光ケア レンタル・住宅改修    齋藤 貴之 

      丸光ケアサービス株式会社 丸光ケアプラン             松崎 裕司 

      丸光ケアサービス株式会社 丸光ケア 訪問入浴          勅使河原 義則 

      丸光ケアサービス株式会社 丸光ケア ホームヘルプ       粕谷 香奈枝 

 

③行政機関その他苦情受付機関 

栃木市保健福祉部高齢福祉課 

所在地  栃木県栃木市万町９－２５ 

電話番号 ０２８２－２１－２２５１・２２５３ 

受付時間 平日（月曜日～金曜日）午前 8 時３０分～午後 5 時 

但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１月２日・３

日並びに１２月２９日～３１日は除く） 

栃木県国民健康保険団体連合会 

介護福祉課 

所在地 栃木県宇都宮市本町 3-9（栃木県本町合同ビル 6 階） 

電話番号 ０２８－６４３－２２２０ 

受付時間 平日（月曜日～金曜日）午前 8 時３０分～午後 5 時 

但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１月２日・３

日並びに１２月２９日～３１日は除く） 

 

平成１８年１０月 １日改訂 

平成１９年 ３月 １日改訂 

平成２１年 ２月 １日改訂 

平成２２年 ４月 １日改訂 

平成２３年 ８月 １日改訂 

平成２３年１１月 １日改訂 

平成２４年 ４月 １日改訂 

平成２６年１０月 １日改訂 

平成２７年 ２月 １日改訂 

平成２７年 ６月 １日改訂 

平成２７年 ８月 １日改訂 

平成２８年１２月 １日改訂 

平成２９年 ４月 １日改訂 

令和 元年 ５月 １日改訂 

令和 ２年 ９月 １日改訂 

令和 ５年１２月 １日改訂 

令和 ６年 ４月 １日改訂 

令和 ６年 ６月 １日改訂 

令和 ６年１２月 １日改訂 
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重要事項説明確認書及び個人情報提供承諾書 

 

私は、本書面により、サービス従業員から福祉用具レンタルサービスについての重要事項の説明を

受けましたことを署名にて証明いたします。 

 

私は、選択した福祉用具レンタル商品について、サービス従業員から取扱説明書を下に、実際に利

用者が使用しながらの使用方法及び使用上の注意等の説明を受け取扱説明書の交付を受けました

ことを署名にて証明いたします。 

 

                   個人情報の取扱いと同意承諾事項 

1. 当社は、業務上で知り得たお客様及びその家族の個人情報等について、守秘義務を遵守し、 

  関連機関との連携を図る等の正当な理由がない場合以外には開示しません。 

 

2. 担当の介護支援専門員が主催するサービス担当者会議等においては、個人情報を使用させ 

  て頂きます。 

  上記の説明を受け、同意することを署名にて証明いたします。 

 

説明の受諾、交付、受領年月日     令和   年   月   日  

                                                             

  【利用者】        住 所 

 

                氏 名                         

 

 【説明を受けた方】   住 所 

【ご家族 又は 署名代行者】 

                氏 名                         

 

【利用者との続柄】   （             ） 

 

【署名代行の理由】                                

 

【説明者】         丸光ケアサービス株式会社 丸光ケア  レンタル・住宅改修 

 

          氏 名                         

                           


